










































































２０１８年４月 改定  

特記仕様書 
 

工事に伴う補償について 
工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、

工事請負契約約款２８条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正

かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。 

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したも

のをいう。 

 

１ 被害の防止 

  請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、

軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。 

 

２ 補償責任 

  第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。 

(1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原

因となった場合。 

(2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因とな

った場合。 

(3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。 

(4) 不可避的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の１００分の１以内）なもの。 

(5) 不可避的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の

１００分の１）に当るもの。 

  請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図     

 面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなけ

ればならない。 

 

３ 被害の申出、確認 

(1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直

ちに監督員に報告しなければならない。 

(2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わな

ければならない。 

 

４ 応急措置 

(1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をき

たすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。 

(2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議



しなければならない。 

  また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。 

(3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。 

 

５ 補償交渉等 

  請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、

その処理、解決に当らなければならない。    

 

近接工事について 
この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と

工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共

通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。 

 
掘削する区域及び延長について 

請負者は、掘削する区域及び延長については、当日中に管布設及び埋戻が完了す

る範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設

等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこな

い通行人等の危険防止に努めなければならない。 

 

舗装の施工時期について 
請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は

路盤完了後、少なくとも２週間経過後におこなわなければならない。また、経過期

間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。 

 

埋設物の確認について 

 請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いよう

に努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻

し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。 

 上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方

で協議するものとする。 

 

上水道管の共同埋設について 

 本工事は上水道管と共同埋設を実施するため施工の時期等について上水道工事の

施工業者と十分に打ち合わせすること。 

 

公共桝（取付管）の設置について 
取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に 20cm 程度貫入するものとする。 
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